
一般財団法人宮城県建築住宅センター

共同住宅の設計住宅性能評価 ― 劣化対策等級3のみ申請する際の実務ポイント ―
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共同住宅において設計住宅性能評価の劣化対策等級3のみを申請する際の申請の概要を解説しま
す。評価項目の確認から、申請図書作成時の注意点まで、実務に役立つ内容をわかりやすく説明しま
す。



本日の内容

1.評価項目の確認

2.申請に必要な書類について

3.必須項目のポイント

4.申請書、設計内容説明書の書き方
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1.評価項目の確認
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新築住宅の場合は「10分野・33項目」に評価・表示のための基準が設けられています。
このうち、必須分野・項目は4分野10項目。それ以外の分野は任意に選ぶことができます。
必須項目については全て取得する必要がありますが取得する等級についての基準は特にございませんので取りたい項
目以外は全て等級１で申請することも可能となっております。※最低限の審査で取得可能（等級１でも最低限必要な
図面、資料あり）

1 構造の安定
1-1～1-7 耐震、耐風、耐積雪等

級等

2 火災時の安全
2-1～2-7 感知警報装置設置等
級、脱出対策、耐火等級等

3 劣化の軽減
3-1 劣化対策等級（構造躯体等）

4 維持管理・更新への配慮
4-1～4-4 維持管理対策等級、更
新対策（専用、共用配管）

5 温熱環境・エネルギー消費量
5-1 断熱等性能等級
5-2 一次エネルギー消費量等級

6 空気環境
6-1～6-3 ホルムアルデヒド対策、

換気対策等

7 光・視環境
7-1～7-2 単純開口率、方位別開
口比

8 音環境
8-1～8-4 重量・軽量床衝撃音対
策、透過損失等級等

9 高齢者等への配慮
9-1～9-2 高齢者等配慮対策等
級（専用、共用部分）

10 防犯
10-1 開口部の侵入防止対策

必須分野・項目は
4分野10項目

:必須項目
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2.申請に必要な図書について
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:必須項目

1．設計住宅性能評価申請書
2．設計内容説明書（自己評価兼用）
3．設計評価添付図書（設計図面及び各種計算書※1）
4．申請代理者への委任状（設計事務所等が代理申請する場合）

※1 : 設計住宅性能評価申請用添付図書について
・付近見取り図（案内図）
・配置図 ・仕様書（仕上げ表を含む）
・各階平面図 ・立面図（2 面以上）
・断面図又は矩計図
・基礎伏図
・各階床伏図
・小屋伏図
・各部詳細図
・各種計算書
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3.必須項目のポイント「構造の安定」
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:必須項目

壁量計算のよくある指摘
・見付面積算定の最高高さを立面図よりも低くしてしまう

8114 8160

立面図≦見付け面積算定図となるようにする

立面図 見付図



3.必須項目のポイント 「劣化の軽減」

9

イ

ロ

ハ

ニ
ホ
ヘ

ト

イ 外壁の軸組等の防腐・防蟻
①通気構造
→矩計図に記載
例 「外壁通気工法」

「通気胴縁」

イ 外壁の軸組等の防腐・防蟻
②薬剤処理
→矩計図に寸法（1ｍ）記載
→矩計図に薬剤処理の記載
例 「防腐・防蟻処理（GLより1.0ｍまで）

薬剤処理:日本しろあり対策協会認定品」
※薬剤処理の認定書を添付

（日本しろあり対策協会または日本木材保存協会）

へ 床下の防湿・換気
換気:床下断熱、ねこ土台
→矩計図に記載
例 「有効換気量:1ｍあたり75㎠以上」
※ねこ土台（基礎パッキン）について製品が決まっている場合
は有効換気量（75㎠以上）が確認できるカタログ等を添付

ホ 基礎の高さ
地盤から基礎上端までの高さが400mm以上
→矩計図に寸法を記載

ロ 土台の防腐・防蟻
①水切り設置
→矩計図に水切りを記載
②ひのき
→矩計図に「土台:ひのき」を記載
※プレカット図や仕上表との整合を確認

へ 床下の防湿・換気
防湿:ベタ基礎（コンクリート厚さ120mm）
→矩計図に厚さを記載

ハ 浴室及び脱衣室の防水
浴室(１階):ユニットバス（ JISA4416）

→仕上表または平面図に「JIS4416同等品」記載
脱衣室(１階):「床:塩化ビニル床シート、壁:ビニールクロス」

→仕上表に記載

ニ 地盤の防蟻
※宮城県は対象外

ト 小屋裏の換気
軒裏給排気（1/250以上）
→換気計算を立面図などに記載
※１換気材を使用する場合は有効開口面積が

確認できるカタログ等を添付
※２共同住宅など住戸毎の場合は換気計算図を作成

チ 構造部材等（建築基準法）
「建築基準法施行令第37条、第41条、第49条
及び第80条の2の規定に適合」

→適合を確認し図面のいずれかに上記文言を記載

矩計図：CAD-data.com
設計内容説明書

Chec
k!

2階以上に浴室や脱衣室がある場合は
仕上げと下地の両方に防腐措置をすること
記載例 「床:塩化ビニル床シート（耐水
合板）･･･」
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3.必須項目のポイント 「維持管理」

・配管経路図の添付
等級1の場合でも下記が記載されている配管経路図の添付が必要です。

配管経路（敷地内、屋内どちらも）が確認できる図面
該当配管→排水管、給水管、給湯管、ガス管（ある場合）
・排水管:敷地内の最終桝から設備機器との接続部まで
・給水管:水道メーターから給水栓または設備機器（給湯設備含む）との接続部まで
・給湯管:給湯設備の給湯のメーターから住戸内の給湯栓又は設備機器との接続部まで
・ガス管:ガスのメーターからガス栓または設備機器との接続部まで
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4.申請書、設計内容説明書の書き方

申請書（第一面）

申請日を記載

★日付

★申請者の氏名
第二面と整合(提出者→建築主)
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4.申請書、設計内容説明書の書き方

申請書（第二面）（第二面別紙）
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4.申請書、設計内容説明書の書き方

申請書（第三面）

建築確認の
内容と整合
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4.申請書、設計内容説明書の書き方

申請書（第四面）

★「居室部分の面積」
台所の面積を含める。
一方で、トイレ、浴室等の非居室部分の
面積は含めません。

★「バルコニー等専用使
用部分の面積」
共用部分の専用使用部分
（例えば、専用ポーチ、バルコニーな
ど）の面積を記入します。

★「専用部分の床面積」
「居室部分の面積」、「バルコニー等専
用使用部分の面積」に加えて、トイレ、
浴室等の非居室部分の面積の合計を記入
します。
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4.申請書、設計内容説明書の書き方

設計内容説明書（第一面）1-1～1-7

経過措置
※壁量計算の場合のみ選択

1-6地盤
※記載漏れ注意
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4.申請書、設計内容説明書の書き方

設計内容説明書（第一面）3-1

浴室・脱衣室の防水方法記載



ご清聴ありがとうございました
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